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(57)【要約】
【課題】導光板の端面に対して霧化処理を行うことによ
り明暗効果を形成する導光板の端面加工方法を提供する
。
【解決手段】本発明の実施例による導光板の端面加工方
法は、導光板を提供するステップと、スクレーパーを提
供するステップであって、該スクレーパーに振動装置を
配置し、該スクレーパーに振動変化を該振動装置により
生成させるステップと、スクレーパーを導光板の端面に
接近させ、霧化処理を行わせるステップとを含み、その
うち、霧化処理を行うときには、端面に複数の縞が形成
され、前記縞の形状が前記振動変化に対応する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導光板を提供するステップと、
　スクレーパーを提供するステップであって、前記スクレーパーに振動装置を配置し、前
記スクレーパーが前記振動装置により振動変化を生成するステップと、
　前記スクレーパーを前記導光板の端面に接近させて霧化処理を行わせるステップと、
　を有し、
　前記霧化処理を行う時に、前記端面に複数の縞を形成し、前記縞の形状が前記振動変化
に対応する、
　導光板の端面加工方法。
【請求項２】
　前記スクレーパーが生成した前記振動変化は、横方向振動、縦方向振動及び正方向振動
のうちの一つ又はそれらの組合せである、
　請求項１に記載の導光板の端面加工方法。
【請求項３】
　前記横方向振動の方向が、前記導光板の前記端面の長手方向と平行し、
　前記縦方向振動の方向が、前記導光板の前記端面の長手方向と垂直し、
　前記正方向振動の方向が、前記導光板の前記端面の法線方向と平行する、
　請求項２に記載の導光板の端面加工方法。
【請求項４】
　前記スクレーパーが前記正方向振動を行う時に、形成された前記縞の部分が前記導光板
の前記端面と垂直する、
　請求項３に記載の導光板の端面加工方法。
【請求項５】
　前記スクレーパーが前記横方向振動を行う時に、形成された前記縞の部分が前記導光板
の前記端面の前記長手方向と平行する、
　請求項３に記載の導光板の端面加工方法。
【請求項６】
　前記スクレーパーが前記縦方向振動を行う時に、形成された前記縞の部分が波動状であ
る、
　請求項３に記載の導光板の端面加工方法。
【請求項７】
　前記振動装置は、電磁振動素子、圧電素子又は超音波発振器である、
　請求項１に記載の導光板の端面加工方法。
【請求項８】
　前記振動装置の発振周波数と振幅が電子システムにより制御される、
　請求項１に記載の導光板の端面加工方法。
【請求項９】
　前記端面が前記導光板の入光面である、
　請求項１に記載の導光板の端面加工方法。
【請求項１０】
　前記導光板の材料が透明材料である、
　請求項１に記載の導光板の端面加工方法。
【請求項１１】
　前記導光板の材料がポリメチル・メタクリレート又はポリカーボネートである、
　請求項１０に記載の導光板の端面加工方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、導光板の端面加工方法に関し、特に、導光板の端面に対して霧化処理を行う
ことにより明暗効果を形成する導光板の端面加工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶ディスプレイパネルの中の液晶自体が発光特性を有さないため、面光源装置、例え
ば、液晶ディスプレイパネルに輝度が十分且つ均一な面光源を提供するためのバックライ
トモジュールを組み合わせないと、液晶ディスプレイパネルに表示機能を達成させること
ができない。
【０００３】
　従来のバックライトモジュールは、光源、反射板、導光板、拡散板及びプリズム層など
の素子からなり、そのうち、導光板は、バックライトモジュールの中の最も重要な素子で
あり、その作用は、光源から発した入射光が導光板により散乱と反射された後に、液晶デ
ィスプレイパネル用面光源に転換されることにある。
【０００４】
　従来の導光板は、入光面、前記入光面に隣接する出光面、及び、前記出光面に対向する
底面を含む。そのうち、導光板の出光面又は／及び底面には、通常、入射光を反射及び拡
散し面光源に成させるための均一的に分布するＶ型溝が設置される。しかし、このような
Ｖ型溝の構造は、しばしば、光源から発した光束を入光面から導光板に進入させた後に、
入光面側に接近する出光面に間隔が異なる複数の明暗線を生成させるので、不良な問題を
生じさせる。特に、管状光源（例えば、冷陰極蛍光灯管）を含むバックライトモジュール
を使用する場合の問題は、図１に示す様子である。また、発光ダイオード（ＬＥＤ）が光
源として使用されるときに、導光板の出光面には、光源の表示が不均一な明暗区域が現れ
、その様子は、図２に示すものである。
【０００５】
　現在、前述した問題を解決する一般的な方法のうち、最も常用なのは、導光板の入光面
を加工し、即ち、入光面の端面に対して霧化処理を行う方法であり、その実施方法は、導
光板の入光面に対してスクレーパーで霧化処理を行うことである。図３に示すように、ス
クレーパー２０は、主に多結晶ダイヤモンドカッターを使用し、導光板１０の入光面の横
方向振動方向（図中の矢印Ａの方向）に沿う往復掘り削りの霧化処理動作により、受け入
れられる明暗効果のある画面を調整し得る。
【０００６】
　しかし、端面加工プロセスは、導光板を生産する標準プロセスとなっているが、このよ
うな簡単なプロセスは、実は、非常に困難な加工プロセスであるので、操作者は、多年の
訓練を経験しなければならない。現行の端面加工方式は、カッターが横方向に振動しなが
ら往復移動するので、横方向振動の微細縞を自然に形成させることできるが、理論上では
、加工が正常且つ良好の下で、縦方向振動又は特別方向の縞を形成することできない。近
年、発光ダイオード光源は、一部の伝統的な管状光源（例えば、冷陰極蛍光灯管）の代わ
りに使用されている。発光ダイオードの点光源の特性のため、導光板の端面には縦方向振
動の縞が必要となり、これにより、発光ダイオード光源により提供された光線が導光板に
進入した時に面光源として均一に表示されることができるので、従来の横方向振動の霧化
処理プロセスが発光ダイオード光源の導光板に応用されるときに、更なる改善が要求され
る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、明暗効果を形成する導光板の端面加工方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の他の目的と利点は、本発明に開示された技術の特徴により更に知られることが
できる。
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【０００９】
　前述した一又は部分又は全部の目的或いは他の目的を達成するために、本発明の一実施
例による導光板の端面加工方法は、導光板を提供するステップと、スクレーパーを提供す
るステップであって、前記スクレーパーに振動装置を配置し、前記スクレーパーに振動変
化を前記振動装置により生成させるステップと、スクレーパーを導光板の端面に接近させ
、霧化処理を行わせるステップとを含み、そのうち、端面には複数の縞が形成され、前記
縞の形状は前記振動変化に対応する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の実施例は、スクレーパーを用いて導光板の端面に対して霧化処理を行う加工プ
ロセスにおいて、少なくとも二次元空間の振動変化を同時に行わせることにより、スクレ
ーパーに多次元の振動を行わせ、導光板の端面に与える霧化処理の制御能力を向上し、例
えば、異なる粗度又は霧度のある端面を形成し、又は、多方向の微細振動縞を形成するの
で、さらに、実際の需要に応じて明暗線の縞を取り除く導光板を形成することができる。
且つ、多方向の振動は、端面加工の切削力を上げることができるので、端面加工の加工効
率を向上し、生産時間を縮短することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　次に、添付した図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態を詳細に説明する。
【００１２】
　なお、次の各実施例の説明は、添付した図面を参照して行われたものであり、本発明の
実施可能な特定の実施例を例として示すために用いられる。本発明に言及した方向の用語
、例えば、上、下、前、後、左、右などは、添付した図面の方向を参考するためのみであ
る。よって、以下に使用された方向の用語は、説明のために用いられ、本発明を制限する
ためのものでない。
【００１３】
　図４を参照する。図４は、本発明の実施例は、導光板の端面霧化処理方法を提供する。
この方法は、
　ステップＳ１：導光板１０を提供し、
　ステップＳ２：スクレーパー２０を提供し、スクレーパー２０に振動装置４０を配置し
、スクレーパー２０に、導光板１０の端面１００において振動装置４０により振動変化を
行わせ、
　ステップＳ３：スクレーパー２０を導光板１０の端面１００に接近させ、霧化処理を行
わせる、
　ことを含み、そのうち、スクレーパー２０は、端面１００において複数の縞を形成し、
前記縞の形状は、前記振動変化に対応する。
【００１４】
　ステップＳ１において、導光板１０の材料は、透明材料、例えば、ポリメチル・メタク
リレート（Ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌ　Ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ：ＰＭＭＡ）、又は、ポリ
カーボネート（Ｐｏｌｙｃａｒｂｏｎａｔｅ：ＰＣ）である。
【００１５】
　ステップＳ２において、スクレーパー２０に配置される振動装置４０は、スクレーパー
２０を制御し異なる方向の微小振動を生成させ、これにより、細かく変化する溝又は縞を
より多く形成することができる。そのうち、振動装置４０は、電磁振動素子、圧電素子、
又は、超音波発振器であっても良い。
【００１６】
　ステップＳ３において、振動装置４０が配置されるスクレーパー２０は、導光板１０の
端面１００において三次元空間の振動変化、即ち、横方向振動、縦方向振動及び正方向振
動の三つの方向の振動を生成させる。そのうち、横方向振動は、導光板１０の端面１００
の長手方向と平行する方向に沿う往復振動であり、図中の矢印Ｃに示すようである。縦方
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向振動は、導光板１０の端面１００の長手方向と垂直する方向に沿う往復振動であり、図
中の矢印Ｄに示すようである。正方向振動は、導光板１０の端面１００の法線方向と平行
する方向に沿う往復振動であり、図中の矢印Ｂに示すようである。また、本実施例に述べ
た端面１００は、導光板１０の入光面であるが、これに限ることが無く、実際の需要に応
じて、導光板の他の端面に対して霧化処理を行っても良い。
【００１７】
　図５を参照しながら更なる説明を行う。スクレーパー２０が正方向振動方向（図中の矢
印Ｂに示す方向）において振動するときに、スクレーパー２０は、同時に、導光板１０の
端面１００の長手方向と平行する方向（図中の矢印Ａに示す方向）に沿って移動するので
、導光板１０の端面１００にスクレーパー２０により形成された複数の縞の部分は、導光
板１０の端面１００と垂直する。また、図６を参照する。スクレーパー２０が導光板１０
の端面１００の長手方向（図中の矢印Ａに示す方向）に沿って前進するときに、その同時
に、振動装置４０がスクレーパー２０に横方向振動方向（図中の矢印Ｃに示す方向）の振
動を生成させるときに、スクレーパー２０の速度が絶えずに波状に変化することにより、
往復運動が生成され、これにより形成された複数の縞の部分は、導光板１０の端面１００
の長手方向と平行する。詳しく言えば、スクレーパー２０は、導光板１０の端面１００に
おいて不規則の横方向縞を形成することにより、粗度又は霧度が間隔的に変化する表面を
形成することができる。また、図７を参照する。切削理論によれば、スクレーパー２０が
導光板１０の端面１００の長手方向（図中の矢印Ａに示す）に沿って前進すると同時に、
振動装置４０がスクレーパー２０に縦方向の振動方向に沿って振動を行わせるときに、ス
クレーパー２０により導光板１０の端面１００に形成された複数の縞の部分が波動状にな
る。一般的に言えば、前記振動装置４０は、スクレーパー２０に、正方向振動方向、横方
向振動方向及び縦方向振動方向の振動を同時に生成させることができ、また、スクレーパ
ー２０を導光板１０の端面１００の長手方向に沿って前進させるときに、不規則且つ無重
複性のランダムな縞と溝を形成することができる。
【００１８】
　本発明の一実施例は、振動装置４０を提供し、これにより、導光板１０の端面１００に
対して霧化処理を行う過程において、スクレーパー２０に三次元空間の振動変化を同時に
行わせることにより、形成された表面に不規則且つ無重複性のランダムな縞と溝、特に、
縦溝を持たせる。この縦溝は、特に、発光ダイオードと導光板１０を組み合わせて使用す
るバックライトモジュールに適用でき、これにより、従来のような光源の表示が不均一な
明暗区を生成する現象を避けることができる。また、スクレーパー２０が多次元の振動を
行い端面に対しての霧化処理の制御能力を向上し、例えば、異なる粗度又は霧度のある端
面を形成し、或いは、多方向の微細振動縞を形成することにより、実際の需要に応じて、
受け入れられる明暗効果のある導光板をさらに形成することができる。且つ、本発明の実
施例により提供される多方向の振動は、導光板の端面加工の切削力を上げることができ、
これにより、端面加工の加工効率を向上し、生産時間を縮短することができる。
【００１９】
　しかし、本発明の実施例に係る導光板の端面加工方法は、他のあらゆる変更と設計を有
しても良く、例えば、振動装置４０は、具体的にどの機構又は原理を採用するかを問わず
、振動の効果を有すれば良く、例えば、電磁振動素子、圧電素子又は超音波発振器であっ
ても良い。これらの何れは、それ自体の発振周波数と振幅を制御するための電子システム
（図示せず）と組み合わせて使用しても良く、一般的には、このような電子システムによ
り超音波発振器を制御し２０ＫＨＺを超えた周波数で振動させることができるので、本発
明の前記実施例と組み合わせて使用することにより、導光板１０の端面１００を有効に加
工し、且つ、騒音を最低限に抑えることができる。同時に、電子システムの制御速度が機
械の速度より遥かに高いので、実際の需要に応じて、導光板１０の各端面において異なる
霧度を形成し、例えば、両端に接近する端面の部分の霧度が端面の中央部分の霧度より高
いようにすることにより、光源の暗隅の表現を改善することができる。同時に、スクレー
パー２０の振動は、前述した横方向振動、縦方向振動及び正方向振動に限らなく、実際の
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形成することができる。
【００２０】
　本発明が前述した好適な実施例に基づいて以上のように開示されたが、前述した好適な
実施例は、本発明を限定するためのものでなく、当業者は、本発明の精神と範囲を離脱し
ない限り、本発明に対して些細な変更と潤色を行うことができるので、本発明の保護範囲
は、添付した特許請求の範囲に定まったものを基準とする。また、本発明の何れの実施例
又は特許請求の範囲は、本発明に開示された全ての目的又は利点又は特徴を達成する必要
がない。また、要約の部分と発明の名称は、特許文献の検索を助けるためのみのものであ
り、本発明の権利範囲を限定するものでない。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】従来の導光板の出光面に明暗線が生じる様子を示す図である。
【図２】従来の導光板の出光面に明暗区域が生じる様子を示す図である。
【図３】従来の導光板の端面加工方法を示す図である。
【図４】本発明の導光板の端面加工方法の実施例を示す図であり、それは、横方向振動、
縦方向振動及び正方向振動の三つの方向の振動を提供する。
【図５】本発明の実施例の導光板の端面加工方法による正方向振動方向の振動変化を示す
図である。
【図６】本発明の実施例の導光板の端面加工方法による横方向振動方向の振動変化を示す
図である。
【図７】本発明の実施例の導光板の端面加工方法による縦方向振動方向の振動変化を示す
図である。
【符号の説明】
【００２２】
１０　導光板
１００　端面
２０　スクレーパー
４０　振動装置
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ　方向
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